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論文要旨

第一次世界大戦後にハブスブルク帝国から独立したチェコスロヴァキアでは,全人口の約 1/4,300万人

以上の ドイツ人 (いわゆるズデーテン ･ドイツ人)がそれまでの支配民族の地位から転落して最大の少数民

族集団となった｡チェコスロヴァキアは連合国と結んだ条約に基づき, ドイツ人を初めとする少数民族の権

利の保護規定を憲法に盛り込んだが,憲法と同時に制定された言語法ではチェコ語 (チェコスロヴァキア語)

のみを ｢国家語｣(公用語)と認定するなどチェコ語に非常に有利なものであり,少数民族の立場から見ると,

むしろハブスブルク帝国時代より ｢後退｣でさえあった｡このことはズデーテン ･ドイツ人の大きな不満の

種となった｡

キーワー ド:チェコスロヴァキア,少数民族の権利,ズデーテン問題

はじめに

第一次世界大戦で敗戦国となった多民族帝国オ

ース トリア ･ハンガリー君主国 (通称ハブスブル

ク帝国)は,戦後 ｢継承国家｣と呼ばれるいくつ

かの国民国家に分裂したが,新国家の国境線引き

は,講和会議の原則となったはずの ｢民族自決｣

から離れて,かなり慈意的に行われた｡ ドイツを

再び軍事的脅威とさせないという戦勝国の思惑か

ら,またソ連に対する ｢防疫線｣を形成するとい

う意図のためであった｡その結果 ｢国民国家｣の

建前で建国されたほとんどの継承国家が相当数の

少数民族をかかえる多民族国家となり,それぞれ

民族間題に悩むこととなった｡

講和会議では,チェコスロヴァキアについては

｢ボ-ミア王冠の諸邦｣(ボヘミア,モラヴイア,

シュレジェン)のうち, ドイツ人居住地域 (いわ

ゆるズデーテン地方)をドイツまたはオース トリ

アに編入すべきだとする意見 (アメリカ)もあっ

たが,また ドイツ人自身も明確にその願望を表明

したが,結局 ドイツの牽制のためチェコスロヴァ

キアを経済的 ･軍事的に十分強力な新国家とする

というフランスの主張が通った1)｡マサリク､ベ

ネシュらのチェコ人指導者の要求は,一方では｢歴

史的権利｣を根拠にボ-ミア ･モラヴイアの全域

を要求し,他方では民族的理由を根拠にスロヴァ

キアを要求するという,二重基準に基づくものだ

った｡この決着にチェコ人以外の諸民族 (チェコ

人と共に ｢チェコスロヴァキア国民｣を構成する

という建前だったスロヴァキア人も含めて)は納

得せず,後に禍根を残すことになったO

本稿では,オース トリアに対する講和条約であ

るサン ･ジェルマン条約と同じ日にチェコスロヴ

アキアと戦勝国 (連合国)の間で結ばれた少数民

族保護条約,チェコスロヴァキア憲法,そして言

語法の内容を検討することにより,少数民族保護

条約の規定がどのように盛り込まれたかを見ると

ともに,ハブスブルク帝国時代の言語政策と比較

することによって,チェコスロヴァキアの少数民

族政策を検証しようとするものである｡

第1章 少数民族保護条約

戦勝国は, ドイツ人の自決権を無視したこと-

の後ろめたさがあったためか,チェコスロヴァキ

アに対して少数民族の権利を保護することを国際

条約で約束することを求めた｡1919年 9月10日,

オース トリアに対する講和条約であるサン ･ジェ

ルマン条約2)が結ばれた同じ日,少数民族保護条

約が結ばれた3)｡その内容は次の通りである｡

まず第 1条で,第2条以下の規定を今後制定さ

れる予定のチェコスロヴァキア憲法に盛り込むこ
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とを求め,この規定と矛盾する法律 ･政令 ･職務

行為を禁止した｡

第2条で,出生 ･国籍 ･言語 ･人種 ･宗教の違

いにかかわらず,すべてのチェコスロヴァキアに

居住する者の完全な人身の保護と自由を保証する

ことを義務づけた｡また,公序良俗に反しない限

り,信仰 ･宗教 ･信条の自由を保証することを求

めた｡

第7条で,人種 ･言語 ･宗教の違いにかかわら

ず,すべての国家公民 (Staatsbiirger)は法の下

に平等であるべきこと,同等の市民的 ･政治的権

利を持つべきこと,宗教 ･信条 ･信仰の違いは,

市民的 ･政治的権利の行使,公職への就職,営業

活動において妨げとなってはならないこと,国家

公民は,私的及び公的会話,宗教活動,新聞,公

の集会において言語の自由を持つべきこと,チェ

コスロヴァキア政府が単一の公用語を導入したと

しても,法廷では口頭 ･文書でチェコ語以外の言

語の使用を認めるべきこと,などを求めた｡

第8条で,民族的 ･宗教的 ･言語的少数派は法

的にも実際にも多数派と同等の待遇 ･保証を受け

るべきこと,人道的 ･宗教的 ･社会的施設,学校,

その他の教育施設を自弁で設立 ･運営 ･監督する

権利を持つべきこと,そこでは自分の言語を自由

に使用し,自由に宗教活動を行う自由があるべき

こと,を求めた｡

第9条で,公的教育機関に関して,相当数の非

チェコ語住民が居住する都市と地区では,子ども

が自分の言語 (母語)で授業を受けられる保証を

与えること,しかしチェコ語を必修科目にするこ

とを妨げないこと,国や自治体の公的資金を民族

的 ･宗教的 ･言語的少数派に適切に配分すること

を求めた｡

第14条で,人種的 ･宗教的 ･言語的少数派に関

する規定は,国際連盟理事会の過半数の同意がな

ければ改廃できないこと,すべての理事国は,チ

ェコスロヴァキア政府による義務違反があった場

合,または義務違反の恐れがある場合,理事会の

注意を喚起する権利があること,理事会は適切な

指示を出す権利があることが定められた｡チェコ

スロヴァキア政府は連合国 (主たる同盟及び連合

諸国)または理事国との間に意見の相違が生じた

場合,国際連盟規約第14条に基づき処理すること,

常設国際司法裁判所に付託し,その決定は最終的

であることを定めた｡

この条文は,相手がチェコスロヴァキアという

浩

｢小国｣だからこそ可能だったのであろうが,覗

在でも自国の民族間題を ｢国内問題｣だとして,

国際社会の介入を拒否するのが通例であることを

考えると,国際連盟という組織によって,民族間

題でもより良い方向-向けての一歩前進がなされ

たと評価できるだろう｡

これらの条文を見て全体として言えることは,

チェコスロヴァキア語を (唯一の)公用語とする

ことは認めているものの,チェコスロヴァキア政

府による少数民族の強制的 ｢同化｣政策措置を許

すものではなく,当時としてはかなり進歩的な内

容を持ち,確かにズデーテン ･ドイツ人を初めと

するチェコスロヴァキア国内の少数民族は基本的

にその民族的権利を保護されるであろうというこ

とである｡問題は,チェコスロヴァキアの憲法と

法律にどのような文言と内容で少数民族の保護が

盛 り込まれるか,また実施されるかである｡

第2章 チェコスロヴァキア憲法

1920年2月29日,チェコスロヴァキア共和国憲

法4) が制定された｡西ヨーロッパ型のリベラル ･

デモクラシーの憲法である｡｢継承国家｣のほとん

どが独裁体制を取る中で,チェコスロヴァキアだ

けは唯一,1939年3月ヒトラーによって解体され

るまでこの憲法体制が維持された｡

まず前文で ｢チェコスロヴァキア人民｣が ｢我々

の歴史の精神｣及び ｢自決権というスローガンに

含まれる近代的な諸原則の精神｣において ｢人民

の完全な統一｣をめざすこと,｢教養ある,平和を

愛する,民主的で進歩的なメンバー｣として国際

社会の一員となる意志を表明した｡上述の領土要

求の際の二重基準を正直に ｢告白｣,あるいは正当

化していることがわかる｡

第 1条で,人民はチェコスロヴァキア共和国に

おけるあらゆる国家権力の唯一の源泉であると宣

言し,第2条で,チェコスロヴァキア国家は民主

的な共和国であると詣われた｡

では,問題の少数民族の権利について憲法はど

のように規定していただろうか5)0

まず指摘すべきは,チェコスロヴァキア国家は

一部自治権を認めたウクライナ人地域 (いわゆる

カルバー ト･ウクライナ地方)を例外として,塞

本的に中央集権制を取り,連邦制を採用してなか

ったことである｡連邦制による民族自治は考慮さ

れなかった｡

少数民族保護条約 [以下,条約]第2条 [人身
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の自由,信仰の自由]では､｢公序良俗に反しない

限り自由｣だったのが,対応する憲法の第106条で

は,出自 ･国籍 ･言語 ･人種または宗教にかかわ

りなく,完全かつ無条件の人身の保護と自由を享

受すること,但し ｢国際法が許容する限りにおい

て｣自由を制限できる,とされている｡なお条約

では単に ｢住民｣とされていたのが,憲法では主

語が ｢チェコスロヴァキア共和国のすべての住民

はこの共和国の国家公民と同様に｣というように

｢住民｣と ｢国家公民｣を区別している｡

条約第7条 [法の下の平等,宗教の平等,言語

の自由,法廷での少数言語の使用の権利]は,対

応する憲法第128条で,すべての国家公民は人種･

言語 ･宗教にかかわりなく法の下に平等であり,

同等の市民的 ･政治的権利を享受すること,但し

公職-の就職,営業活動の自由,言語の自由につ

いては,｢法律の枠内で｣が追加され,｢公共の秩

序と国家安全保障のために｣制限があり得るとさ

れている｡言語については,第129条で特別の法律

(憲法的法律)で別に定めるとしている｡

条約第8条 [宗教的 ･言語的少数派の独自の施

設 ･教育施設の設立 ･運営の自由]は,対応する

憲法第130条で,自弁で人道的･宗教的･社会的施

設,学校やその他の教育施設を設立 ･運営 ･管理

する権利があること,但しここでも ｢法律が許す

限りにおいて｣の限定が付けられている｡

条約第9条 [言語的少数派が公的教育機関で母

語で教育を受ける権利,チェコ語の必修,公的資

金の配分]は,対応する憲法第131条で,チェコス

ロヴァキア語以外の言語を話す住民が ｢相当数｣

居住する都市や地区では子どもが母語で授業を受

ける権利があること,チェコスロヴァキア語を必

修科目にできること,但し ｢一般的な規則の枠内

で｣が追加されている｡第132条で少数派の教育･

宗教 ･人道目的のために国と自治体の公的資金を

配分すること,但し ｢一般的な規定の枠内で｣が

追加されている｡第133条で ｢相当数｣の定義につ

いて特別の法律で定めるとされている｡

この他,条約にはなかったが,第134条で ｢暴力

的な非国民化｣が禁止されている｡この条文は将

来 ドイツ (またはオース トリア)によってズデー

テン ･ドイツ人が ｢強制的に｣チェコスロヴァキ

ア国籍を ｢剥奪｣されるのを予防するためのもの

であろう｡

以上,チェコスロヴァキア憲法の条文に少数民

族保護条約の規定がどのように明文化されたかを
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見てきたが,全体として言えることは,言葉使い･

言い回しはほとんど忠実に受け継いでいるものの,

｢法律の枠内で｣などの限定が多く,また安全保

障上の配慮が見られることである｡将来 ドイツが

｢復讐戦争｣を仕掛ける時のことを想定している

のは間違いないであろう｡

第3幸 吉語法

チェコスロヴァキア憲法制定の目と同じ1920年

2月29日,憲法と不可分の構成部分として,また

憲法と同じランクの法律,いわゆる ｢憲法的法律｣

として言語法が制定された6)｡

言語法は全9条から成り,まず第 1条で,少数

民族条約第 7条を引用して,チェコスロヴァキア

語を共和国の公式の国家語とした｡チェコ語とス

ロヴァキア語を単一のチェコスロヴァキア語であ

るとしている｡その上で,第2条から第5条に定

める例外規定を除いて,具体的に,

1)裁判所,行政機関,国営企業,国の出先機関

において業務上使用する言語

2)国債 ･銀行券の表記の言語

3)軍隊における指揮語 ･服務語｡但し,チェコ

スロヴァキア語の知識のない隊員には,彼らの

母語の使用も可

と定められた｡これによりチェコスロヴァキア語

は唯一の国家語 (公用語)とされたほか,国家公

務員及び国営企業の従業員 (鉄道員 ･郵便局員な

どを含む)はチェコスロヴァキア語の知識が義務

づけられた｡チェコスロヴァキア語は唯一の ｢内

的公用語｣(内務語)の地位を得たことになる｡

第2条以下で,言語的少数派に対する例外規定

が定められる｡

第2条では,裁判管区を基準にして,最新の人

口調査 (国勢調査)で20%以上の住民がチェコス

ロヴァキア語以外の言語を話す場合,裁判所 ･行

政機関 ･国の出先機関は,住民の応対の際に,住

民の言語で応対することが義務づけられた｡事案

の処理は,チェコスロヴァキア語と住民の言語の

両方で行われることとした｡この他,刑事裁判の

場合,検察官はチェコスロヴァキア語及び被告人

の言語,または被告人の言語だけで起訴状を作成

することを義務づけられた｡

第3条では,すべての自治体の行政機関は,チ

ェコスロヴァキア語での口頭 ･文書による申請の

受理 ･処理を義務づけられた｡またチェコスロヴ

アキア語以外の言語を話す住民が人口の20%を越
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える裁判管区内では,すべての自治体は,チェコ

スロヴァキア語以外の言語での申請を受理 ･処理

を義務づけられた｡

第2条と第3条は,少数民族にとっては,ハブ

スブルク時代と比べて大きな ｢後退｣と言えるも

のだった｡つまりハブスブルク時代には,ボヘミ

アの住民であれば,地元の行政機関であれ,国の

出先機関であれ,ボ- ミアのどこでも自分の言語

で用を済ませることができた｡しかしこれからは,

住民の20%以上が自分と同じ民族でなければ,用

を済ませることはできなくなった｡一方チェコ人

にとっては従来通り,と言うよりチェコスロヴァ

キア領内全土で自分の言語で済ませることができ

た｡このような事態は,ハブスブルク時代と比べ

れば明らかにチェコ人に有利であり,非チェコ人

少数民族には不利だった｡

第4条では,国家の公式言語はチェコ地方では

チェコ語,スロヴァキア地方ではスロヴァキア語

とされた｡チェコ語による申請のスロヴァキア語

での処理,スロヴァキア語による申請のチェコ語

での処理は,申請者の言語での処理とみなされた｡

チェコ語とスロヴァキア語は同一の言語であると

いう建前を取る以上,当然かもしれない｡

第5条では,少数民族のために設立される学校

において,授業語は彼らの言語 (母語)とされ,

また文化施設でも管理 ･運営の言語も同様とされ

た｡

第8条で,業務に支障を来さないためとして,

この法律の全面施行に5年間の猶予期間が設定さ

れた｡つまり例えばチェコ語を知らない ドイツ人

公務員は,現在の地位を保持したければ5年以内

にチェコ語の修得を求められることになる｡

第4章 チェコスロヴァキアの少数民族政策

さて,このチェコスロヴァキアの言語法をどの

ように評価すべきであろうか｡

まず比較すべきは,やはりハブスブルク帝国時

代の言語政策であろう｡周知のように,ハブスブ

ルク帝国のうちハンガリー王国の部分では,一定

の自治権を保持したクロアチア ･スラヴオニア地

方を除いて,厳しいマジャール同化政策が取られ

たので,比較の対象とはなりえない｡問題外であ

ろう｡

オース トリア帝国 (正式名称は ｢帝国議会に代

表を送る諸王国と諸州)の部分では1867年12月の

憲法第19条で,民族の平等が謡われていた｡
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｢オース トリアのすべての民族は平等であり,あ

らゆる民族はその民族性と言語を使用し保持する

不可侵の権利を持つ｡(AlleVolksstamm edes

Staates sin° gleichberechtigt und jeder

Volksstarrm hateinunverletzlichesRechtauf

PflegeundWahrungseinerNationalitatund

Sprache.)｣

｢学校,官庁,公共生活において,この国で使用さ

れているすべての言語の平等は国家によって承認

される｡(DiegleicheBerechtigungallerlandes-

tiblichenSpracheninSchule,Am tund6ffentl

lichenLebenwi一dvomStaatanerkamt.)｣

｢複数の民族が居住する州では,公的教育施設は,

あらゆる民族が,別の言語の修得を強制されるこ

となく,自分の言語で教育を受けられるようにし

なければならない.(IndenL畠ndem,inwelchen

mehrereVolksstammewohnen,sollendie

6ffentlichenUnterrichtsanstaltenderartein-

gerichtetsein,dassohneAnwendungeines

ZwangeszurErlemungderzweitenLandes-

sprache jeder dieser Volksstamme die

erforderlichenMittelzurAusbildunginseiner

Spracheerhalt.)｣7)

このオース トリアの1867年憲法の規定は,少数

民族の権利の保護という点で現在でも立派に通用

するものである｡もちろん実際に民族の平等,言

語の平等が実現されていたかと言えば,そうでは

ない｡オ-ス トリアにおいて ドイツ人が政治経済

社会のあらゆる分野で優位な地位を占め, ドイツ

語が圧倒的な支配言語であったことは言うまでも

ない｡それでも現実を憲法の理想に近づけようと

する真剣な努力が行われたこともまた事実であり,

それは高く評価しなければならない｡小学校では

子どもの母語が授業語とされた｡学校で ドイツ語

を強制することはなかった｡他の国民国家 (特に

フランス)では当たり前だった言語的 ･文化的同

化政策は取られなかった｡ボ- ミアで ドイツ語と

チェコ語を｢外的公用語｣として平等と認めた1880

年の ｢ターフェ言語令｣,ドイツ人の激しい抵抗で

挫折はしたものの ｢内的公用語｣としても両言語

の平等を認め,公務員にドイツ語とチェコ語の両

方の修得を義務づけようとした1897年の ｢バデー

ニ言語令｣は,民族の平等,言語の平等という憲

法の理想を現実のものとして実現しようとした試

みである8)0 ｢帝国イコール民族抑圧｣という ｢常

識｣は,少なくとも言語政策に関する限り,オー
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ス トリア ｢帝国｣には当てはまらないと言えるだ

ろう｡

これに対して1920年のチェコスロヴァキア言語

法はどうであろうか｡ここではチェコ語 (チェコ

スロヴァキア語)の優位が明らかである｡

まず学校教育においては,子どもの母語を授業

語とするという原則が継承されている｡これはこ

れでよい｡チェコスロヴァキア政府としても,ハ

ブスブルク時代のリベラルな慣例を無視し,｢普通

の国民国家｣が取るような同化政策を取ることは

できなかっであろう｡しかしチェコスロヴァキア

語が唯一の公用語とされ,学校で必修科目として

導入されたことは,｢別の言語の修得を強制されな

い｣とした1867年憲法の規定と比較すると,明ら

かな ｢後退｣とは言えないだろうか｡チェコ人の

子どもたちには ｢外国語｣は必修とされなかった

のである｡授業語としてではないものの,少数民

族の子どもには事実上 ｢外国語｣が ｢強制｣され

たことになる｡

一般論として複数民族が共存する地域で,子ど

もの頃から相手方の言語を学ぶことの意味は非常

に大きいし,大いに推奨されるべきことである｡

しかしその場合,双方が相手方の言語を学ぶ,と

いうことが重要であろう｡チェコスロヴァキア語

だけに ｢国家語｣としての特権的な地位を与える

ことは,決して ｢諸民族の友好｣という理想に資

することがないのは明らかであろう｡民族の混住

地域の学校では,授業語は母語とし,母語以外の

言語を ｢外国語｣として必修とする,という規定

であったならば,1920年のチェコスロヴァキアの

言語法は民族の平等,諸民族の友好という理想に

向かって,1867年のオース トリア憲法よりさらに

一歩進んだものとなっていたであろう｡

次に行政においては,確かに住民の20%以上が

チェコ語以外の言語を話す地域では,行政機関は

少数言語での対応が義務づけられた｡しかしこれ

はハブスブルク時代と変わらないのであり,むし

ろ20%以下の地域ではその必要はなくなった｡一

方少数民族の側では,たとえチェコ語住民がほと

んどいない地域でも,チェコ人職員 (あるいはチ

ェコ語ができるドイツ人職員)の配置が義務づけ

られた｡特にドイツ人居住地域は ドイツ人の密集

度が高かったので,このことは不満の種だった｡

また国の出先機関･国営企業 (鉄道 ･郵便を含む)

に勤める場合は,チェコ語の修得が要求された｡

その結果,多くの ドイツ人国家公務員がチェコ語
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ができないために職を失った｡一方チェコ人は(実

際には ドイツ語ができる場合が多かったが)理論

的にはドイツ語の知識がなくても国家公務員とな

ることが可能だった｡

実際にチェコスロヴァキアの国家公務員のうち

ドイツ人が占める比率を見ると,1921年には約6

万2700人で民族比にほぼ一 致していたが,上述の

5年間の猶予期間が過ぎた後は急減し,1930年に

は3万2350人とほぼ半減した｡民族比例配分なら

6万7100人となるはずだった｡その内訳は次の通

りである (カッコ内は民族比例配分と仮定)9)0

鉄道 1万8200(3万2600)

郵便 5750( 9800)

一般行政 7650(2万1600)

軍隊 750( 3100)

一般行政と軍隊で比率が目立って低いのがわか

る｡元々ボヘミア ･モラヴイアの ドイツ人はチェ

コ語を修得しようという意欲が低かった｡多くが

チェコ語に対する根拠のない差別意識を持ってい

て,そのためにチェコ語の修得を拒んだのかもし

れない｡また中高年者にとって-から ｢外国語｣

を学習することの困難さは理解できる｡しかも日

常会話程度ではない,高度な専門性を有する職種･

地位であればなおさらであったろう｡いずれにせ

よ, ドイツ人,特にミドルクラスの ドイツ人はチ

ェコスロヴァキア国家に対する不満 ･反感を募ら

せるに違いない｡

1920年代に多くの ドイツ人国家公務員が職を失

った後, ドイツ人地域-チェコ人の大量移住が始

まった｡例えば ドイツ ･ザクセンに近いボヘミア

西部の町Komotauでは第一次大戦前にはチェコ

人の比率が3%以下だったが,1930年の人口調査

では13%以上に跳ね上がり,1938年のミュンヘン

協定の時には20%に達していた｡Komotauの国

家公務員のうち,既に1930年にチェコ人は40%以

上だった10)｡かつてハブスブルク時代には,公務

員の民族構成は,ほぼ住民の民族構成と一致して

いた｡ボヘミアでは官僚の90%がチェコ人だった

という11)｡それが今では ｢国家民族｣となったチ

ェコ人が民族比以上に公のポス トを占めていた｡

全体の奉仕者であるはずの公務員が,住民の民族

比率と合わないという状況は好ましいはずがないC

チェコスロヴァキア言語法は,そのことを考慮し

て,公職における民族比例代表制 (proportz),

あるいはそれに近いものを採用すべきではなかっ

たろうか｡この制度は,同じくかつてオース トリ
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ア帝国に属した,現在イタリア領南チロル12)で行

われていて,｢民族和解の模範例｣と称されている｡

民族比例代表制は確かにすべての人を満足させる

ような ｢最善策｣ではないかもしれないが,誰も

が受け入れることが可能な ｢次善策｣ではなかろ

うか｡かつての ドイツ人による支配の記憶,それ

に対するルサンチマンが,チェコ人にそうするこ

とを妨げたのだろうか｡

この他に, ドイツ人の反感を呼んだのが地名表

記問題である｡かつてハブスブルク時代には, ド

イツ語市町村では ドイツ語で､チェコ語市町村で

はチェコ語で地名表記が行われた｡言語境界線付

近やプラハ ･ブリュンのような二言語都市では二

言語表記が行われた｡しかし1919年以後まもなく

ドイツ人地域のすべての市町村に従来の ドイツ名

の他に,チェコ名がつけられた｡チェコ人がほと

んどいない所でも同じだった｡すべての地名表示

板や道路表示板にチェコ名が併記された｡一方プ

ラハも含めて,チェコ人地域では ドイツ語表記は

なかった13)｡このこともドイツ人にはハブスブル

ク時代より ｢後退｣した,差別 ･不平等だと思わ

れただろう｡

チェコスロヴァキアの言語法に対して,すべて

の ドイツ人政党は拒否的態度を取ったが,｢インタ

ナショナル｣な政党であったオース トリア社会民

主党14)をチェコスロヴァキアで継承した ドイツ人

社会民主労働者党 (DSAP,党名も継承)は新

しい言語法をどのように見たただろうか｡

1920年6月2日,チェコスロヴァキア議会が招

集された目,ゼ リガ- (JosefSeliger)議員はス

ラヴ諸民族の ｢解放｣を歓迎するとしながらも,

ズデーテン ･ドイツ人の意に反して行われたチェ

コスロヴァキア国家-の編入を ｢ヴェルサイユと

サン ･ジェルマンの暴力講和｣と非難した後,吹

のように述べた｡

｢あなたがたは言語法を決定した｡官庁,裁判所

その他で使用される言語を定める規則を作ること

には我々は全く賛成である｡しかしこの言語法は

規則ではない｡強制 (Diktat)である｡あなたが

たは, ドイツ人市民の言語的権利だけでなく,物

質的権利をも危険にし,削減するようにこの法律

を作った｡｣ 15)

また1923年 5月にドイツ ･ハンブルクで開かれ

た第二インタナショナルの大会には次のような内

容を覚書16)を提出した｡

｢チェコ人は何十年に渡ってオース トリアにお

浩

ける国家語 (Staatssprache)の設定に反対して

きた｡ ドイツ人社会民主主義者と他の民族の社会

民主主義者が1899年に共同で作った民族綱領 (ブ

リュン綱領)では ｢我々はいかなる民族的特権も

認めない｡従って国家語の要求を拒否する｣とは

っきり述べていた｡しかし1920年2月29日の言語

法では ｢チェコスロヴァキア語は共和国の公式な

国家語である｣と述べている｡これによって国民

国家の装いを与えようとしている｡｣

この後,覚書は ｢ドイツ人学校に対する迫害｣

について詳細に述べる｡

｢最も恐るべきは政府による ドイツ人学校-の

迫害である｡1922年夏までに193の ドイツ人学校と

1783の ドイツ人学級が閉鎖された｡生徒数が40

人17)に満たないという理由で学校を慈意的に閉鎖

している｡しかしこれは ドイツ人学校だけのこと

である｡チェコ人学校には別の対応をしている｡

1919年4月5日の法律により,チェコ人の子ども

のためには40人未満でも公立学校を設置できる｡

学校関係予算のうち,チェコ人学校には98%が配

分され, ドイツ人学校には2%しか配分されてな

い｡

ドイツ人学校と学級は次々と閉鎖されている｡

チ ェ コ人 の 子 ど も の た め に は,Znaim県

Chvelatitzのように生徒数が5人でも,モラヴイ

アの Firschauのように2人でも一つの学校が設

置された｡同じ市町村の中でも差別が行われてい

る｡Dauba近郊のTitneiではチェコ人17人のた

めに学校が設置されたのに,24人の ドイツ人学校

が閉鎖された｡Briinn近郊のTereschauではチェ

コ人16人のために学校が設置されたのに,31人の

ドイツ人学校が閉鎖された｡ハンガリー人,ポー

ランド人でも事情は同じである｡少数民族の子ど

もは迫害されている｡数千数万の児童が母語での

授業なしに成長している｡｣(一部要約)

この覚書は最後に,｢友党｣であるはずのチェコ

人社会民主党が政府と協力して少数民族の迫害に

手を貸していると批判した｡第一次大戦前のオー

ス トリア社会民主党の民族別分裂を思い出させる

ような ｢民族対立｣である｡この覚書は戦前のブ

リュン綱領に言及した部分以外は,｢ドイツ民族主

義者｣の非難の トーンと共通するのは確かである｡

以上見てきたように,1920年のチェコスロヴァ

キア言語法は確かに全体としてはリベラルな内容

を持っており,ハブスブルク時代の言語政策を継

承しているように見える｡しかし1867年の憲法の
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｢諸民族の平等｣という理想に近づいたとは言い

がたい｡むしろハブスブルク時代における ドイツ

語の地位にチェコ語が取って変わっただけである｡

むしろチェコスロヴァキア語が ｢国家語｣という

地位を獲得したことは,少なくとも理論的 ･形式

的にはハブスブルク帝国時代の ドイツ語以上の地

位を得たことになる｡学校教育,行政におけるチ

ェコ語の優位は明らかである｡

しかもチェコ人は今や必ずしもドイツ語を必要

とはしなかったが,実際には ドイツ語ができる場

合が多く,一方チェコ語ができるドイツ人は限ら

れているという現実は,法律上のチェコ人の優位

を実際上さらに有利にし, ドイツ人をさらに不利

にした｡ ドイツ人たちが階級を越えてチェコスロ

ヴァキア国家に心底からの帰属意識を持つのが難

しかったのは,意に反してチェコスロヴァキア国

家に編入されたこと-の怒りと共に,その後のこ

うした不平等 ･差別の現実が大きく影響したので

はなかろうか｡そしてこの心情を巧みに利用し

たのが,同じオース トリア ･ドイツ人であったヒ

トラーだったのではないだろうかo

おわりに

ズデーテン地方をめぐる ｢チェコスロヴァキア

危機｣が頂点に達していた1938年 9月20日, ドイ

ツ人社会民主労働者党はズデーテン ･ドイツ人に

向けて ｢平和と自由のために｣という声明を出し

た17)0

｢ズデーテンドイツ人の死活的利益を平和的に

確保する可能性はある｡戦争なしでも,民族的同

権,広範な自治,経済再建,社会保障は可能であ

る｡一方で,我々が帝国主義的支配計画の道具に

悪用される危険がある｡スラヴ人の隣人との誠実

で永続的な和解の千載一遇のチャンスがある｡ ド

イツ主義 (Deutschtum)は,帝国主義的暴力政

策の道を開き,諸民族の平等ではなく,他民族に

対する支配を追求する｡遅かれ早かれスラヴ人と

の流血の紛争を招く｡暴力的な決断をすれば再び

ドイツ民族に対して世界が武装するだろう｡ズデ

ーテン ･ドイツ人は最初の犠牲者になるだろう.

郷土は破壊され,将来はないだろう｡暴力を声高

に叫ぶ若い狂信家たちは ｢世界戦争｣がどういう

ものか知らない｡しかし君たちは戦争を知ってい

る｡

ズデーテンドイツ人の二者択一は,平和による

平等か,戦争による没落か,である｡
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平和と自由のために,ズデーテン ･ドイツ人の

より良き将来のために､平等な諸民族の新しいヨ

ーロッパのために !｣(一部要約)

ここにはかつてのような ドイツ民族主義の トー

ンは消えている｡社会民主党としては, ドイツが

ナチズム独裁国家に変わり,｢祖国｣オース トリア

も併合されてその一部となった今,かつてのよう

にドイツ (またはオース トリア)-の復帰を要求

してチェコスロヴァキア政府と対立することはで

きなくなっていた｡それにしても,この段階に至

っても ｢諸民族の平等｣を訴えていたということ

は,チェコスロヴァキアにおいてその平等が実現

されてなかったということの証左であろう｡

しかし,この時のズデーテン ･ドイツ人は ｢民

族ヒステリー｣とも呼ぶべき精神状態に陥ってい

て,理性と平静を訴える社会民主党の呼びかけは

完全に無視された｡ズデーテン ･ドイツ人たちは,

たとえヒトラーの手を借りても ｢自由｣｢平等｣を

手にしたかったのだろうか｡非合理的としか思わ

れないズデーテン ･ドイツ人の行動,特に1930年

代後半の行動の理由を解明するのが,次の課題と

なる｡
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